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１.価格転嫁対策
〜フォローアップ調査の概要 と 対策〜



2024年3⽉ 価格交渉促進⽉間フォローアップ調査の概要

①アンケート調査
○調査の内容

中⼩企業等に、2023年10⽉〜2024年3⽉末までの期間における、発注企業（最⼤3社分）との間の価格交渉・転嫁の状
況を問うアンケート票を送付。
調査票の配布先の業種は、経済センサスの産業別法⼈企業数の割合（BtoC取引が中⼼の業種を除く）を参考にして抽出。

○配布先の企業数 30万社
○調査期間 2024年4⽉18⽇〜5⽉31⽇
○回答企業数 46,461社（※回答から抽出される発注企業数は延べ67,390社）

（参考︓2023年9⽉調査︓36,102社（延べ44,059社）
2023年３⽉調査︓17,292社（延べ20,722社)

○回収率 15.5％ （※回答企業数/配布先の企業数）
（参考︓2023年9⽉調査︓12.0％、2023年３⽉調査︓5.8％)

 原材料費やエネルギー費、労務費等が上昇する中、多くの中⼩企業が価格交渉・価格転嫁できる環境整備のため、
2021年9⽉より毎年9⽉と3⽉を「価格交渉促進⽉間」と設定。2024年3⽉で6回⽬。

 成果を確認するため、各「⽉間」の終了後、価格交渉・価格転嫁それぞれの実施状況について、中⼩企業に対して
「①アンケート調査、②下請Ｇメンによるヒアリング」を実施。必要に応じて⼤⾂名での指導・助⾔等に繋げていく。

②下請Gメンによるヒアリング調査
○調査の内容

発注企業との間における価格交渉の内容や転嫁状況等について、全国の中⼩企業から広くヒアリングを実施。
○調査期間 2024年5⽉15⽇〜6⽉28⽇（予定）
○ヒアリング件数 約2,000社（予定）
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7.8％

交渉を希望したが、
⾏われなかった
10.3％

価格交渉の状況

9⽉

直近６ヶ⽉間における価格交渉の状況

n= 67,390

交渉が⾏われた
59.4％

コストが上昇せず
価格交渉は不要
13.4％

コストは上昇したが
価格交渉は不要
16.8％

3⽉

n= 44,059

58.5％

発注企業からの
申し⼊れにより
交渉が⾏われた

16.4%

※①〜⑨の凡例（中⼩企業への質問項⽬）は次ページ参照

17.3％

 「発注企業から交渉の申し⼊れがあり、価格交渉が⾏われた」割合は、昨年9⽉から更に増加（14.3%→18.4%）。（昨年3⽉ 7.7％）

 発注企業との価格交渉が⾏われた割合も、微増（58.5%→59.4%）。

⇒ 発注企業の⽅からの交渉申し⼊れも浸透し始め、価格交渉できる雰囲気が更に醸成されつつある。
 ⼀⽅で、「価格交渉を希望したが、交渉が⾏われなかった」割合が増加（7.8%→10.3%）。

⇒ 引き続き、労務費指針の徹底等による価格交渉の機運醸成が必要。
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価格交渉の実施状況の業種別ランキング（発注企業の業種毎に集計）
 今回から、「交渉して貰えたか否か」の回答（点数化）の業界平均点を公表。
 価格交渉に応じられていない業種は、交渉の結果である価格転嫁率においても、⽐較的低い順位にあり。

2024年3⽉平均点2023年9⽉平均点2024年3⽉順位
6.546.80全体ー
7.547.47化学↑ １位
7.397.38鉱業・採⽯・砂利採取↑２位
7.386.03製薬↑３位
7.187.05電気・ガス・熱供給・⽔道↑４位
7.016.45廃棄物処理↑５位
6.986.97飲⾷サービス↑６位
6.946.82繊維↑ ７位
6.897.32卸売↓８位
6.886.75情報サービス・ソフトウェア↑９位
6.706.99⼩売↓１０位
6.707.43広告↓１０位
6.636.90⾷品製造↓１２位
6.616.91建設↓１３位
6.546.45印刷↑１４位
6.517.15電機・情報通信機器↓１５位
6.466.79造船↓１６位
6.447.04機械製造↓１７位
6.427.06紙・紙加⼯↓１８位
6.385.81放送コンテンツ↑１９位
6.336.61⾃動⾞・⾃動⾞部品↓２０位
6.155.33通信↑２１位
6.156.11不動産業・物品賃貸↑２１位
6.126.85⾦属↓２３位
6.106.38建材・住宅設備↓２４位
5.624.87トラック運送↑２５位
5.236.45⽯油製品・⽯炭製品製造↓２６位
5.216.72⾦融・保険↓２７位

ーーその他ー

点数質問③
交渉が実現しなかった理由

質問②
発注企業から交渉申
し⼊れがあったか

質問①
交渉が
⾏われたか

１０点申し⼊れがあった
⾏われた

８点申し⼊れが
なかった

１０点コストが上昇せず、交渉は不要と
判断し、辞退したため

申し⼊れが
あった

⾏われな
かった

１０点コストが上昇したが、交渉は不要と
判断し、辞退したため

５点
コストが上昇したが、発注量減少
や取引停⽌を恐れ、申し⼊れを辞
退したため

対象外
コストが上昇せず、価格交渉は不
要と判断し、交渉を申し出なかった
ため

申し⼊れが
なかった

対象外
コストが上昇したが、価格交渉は
不要と判断し、交渉を申し出な
かったため

ー５点
コストが上昇したが、発注量減少
や取引停⽌を恐れ、交渉を申し出
なかったため。

ー１０点コストが上昇し、交渉を申し出たが、
応じてもらえなかったため。

※ 表中、↑↓→は前回調査と⽐較した結果の上がり下がりを⽰す。
※ 価格交渉が⾏われたか、下記の評価⽅法で回答を点数化し、発注企業の

業種別に集計。（例）家電メーカー（発注者）が、トラック運送業者
（受注者）に運送を委託するケースは、「電機・情報通信機器」に集計。

※今回調査より評価点を⼀部変更。⽐較表の点数は共通の条件にて算出。
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価格転嫁の状況① 【コスト全般】

ｎ=44,059

転嫁率（コスト全体）
︓46.1％

3⽉
９⽉結果

直近６ヶ⽉間の全般的なコスト上昇分の転嫁状況

転嫁率（コスト全体）
︓45.7％

n=67,390

コストが上昇せず、
価格転嫁は不要
12.9%

全く転嫁できず
19.8%

16.2%

63.0%

⼀部でも
価格転嫁できた
67.2%

①10割
②9割、8割、7割
③6割、5割、4割

④3割、2割、1割

⑤コストが上昇せず、
価格転嫁不要

⑥0割

⑦マイナス

問.直近６ヶ⽉間の全般的なコスト上昇分のうち、何割を価格に転嫁できたと考えますか。

20.7%

 コスト全体の価格転嫁率は46.1％、昨年9⽉より微増（45.7%→46.1%）。

 受注企業のうち、コスト増加分を全額（10割）価格転嫁できた割合（①）は約3ポイント増加（16.9％→19.6％）。⼀部でも価格転嫁
できた割合は、約4ポイント増加(63.0％→67.2％)。

 ⼀⽅、1〜3割しか価格転嫁できなかった割合（④）は約4ポイント増加（19.6％→23.4％）。全く転嫁できず/減額された企業も約2割。

⇒ 価格転嫁の裾野は更に広がりつつある⼀⽅、「転嫁できた企業」と「出来ない企業」で2極化の兆しもあり、転嫁対策の徹底が重要。

①16.9％
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各要素別の転嫁率コスト増に
対する転嫁率※2024年3⽉

各要素別の転嫁率コスト増に
対する転嫁

率
2023年9⽉ 労務費エネルギー原材料費労務費エネルギー原材料費

↑40.0%↑↑40.4%↑47.4%↑46.1%①全体36.7％33.6％45.4％45.7％①全体
↑51.1%↑↑54.1%↑↑63.2%↑61.0%化学1位

②
業
種
別

47.1％45.7％57.9％59.7％化学1位

②
業
種
別

↑↑↑44.1%↑↑↑49.7%↑↑56.5%↑53.5%製薬2位39.9％37.6％52.5％53.7％⾷品製造2位
↑43.3%↑↑45.3%↑57.0%↓51.9%機械製造3位39.9％37.8％55.2％53.4％電機・情報通信機器3位
↑37.8%↑38.3%↑↑53.0%↓51.5%飲⾷サービス4位39.8％38.9％55.5％53.3％機械製造4位
↑42.9%↑↑43.8%↑55.9%↓51.2%電機・情報通信機器5位35.7％34.0％47.6％52.1％飲⾷サービス5位
↑41.2%↑↑42.7%↓51.6%↓50.0%⾷品製造6位27.8％29.4％49.3％50.7％製薬6位

↑↑41.3%↑↑↑43.2%↑↑51.4%↑49.9%繊維7位35.6％35.1％50.5％50.5％卸売7位
↑42.5%↑↑45.2%↑53.8%↓49.1%造船8位38.3％40.1％53.6％50.2％造船8位

↑↑↑42.0%↑↑43.3%↑↑47.8%↑↑48.6%鉱業・採⽯・砂利採取9位34.2％33.7％48.7％49.2％紙・紙加⼯9位
↑↑45.1%↑↑↑44.9%↑↑49.4%↑↑48.3%電気・ガス・熱供給・⽔道10位34.4％35.2％50.6％48.8％⾦属10位

↓46.2%↑↑↑35.1%↑↑↑39.7%↑↑47.1%情報サービス・ソフトウェア11位35.0％33.2％47.3％48.7％⼩売11位
↑38.6%↑↑40.5%↑47.8%↓47.1%⼩売11位33.1％29.7％49.3％48.2％印刷12位

↑↑37.2%↑↑47.2%↑54.8%↑47.1%⾃動⾞・⾃動⾞部品11位33.1％32.0％43.4％47.0％繊維13位
↑38.3%↑39.6%↓47.5%↓47.0%卸売14位41.0％30.9％40.8％45.9％広告14位
↑42.3%↑↑40.2%↑↑49.1%↑46.9%広告15位33.5％30.6％47.5％45.3％建材・住宅設備15位
↑43.8%↑↑42.0%↑47.3%↑46.9%建設15位41.2％35.1％44.5％45.1％建設16位
↑37.9%↑↑41.5%↓49.8%↓46.2%⾦属17位28.8％37.8％51.3％44.6％⾃動⾞・⾃動⾞部品17位
↑37.4%↑37.5%↓45.9%↓↓45.1%紙・紙加⼯18位39.1％29.0％40.1％42.4％⾦融・保険18位

↑↑39.4%↑↑39.5%↓47.0%↓44.4%建材・住宅設備19位29.9％32.1％46.0％42.0％⽯油製品・⽯炭製品製造19位
↑↑37.4%↑↑38.8%↑↑51.8%↑43.9%⽯油製品・⽯炭製品製造20位37.2％32.3％41.4％41.1％電気・ガス・熱供給・⽔道20位

↑34.7%↑↑37.2%↓46.6%↓↓43.5%印刷21位31.1％34.6％38.0％40.6％鉱業・採⽯・砂利採取21位
↑38.9%↑↑38.7%↑↑41.8%↑42.1%不動産業・物品賃貸22位35.2％29.5％36.5％39.7％不動産業・物品賃貸22位

↑↑38.3%↑↑↑35.0%↑38.9%↑↑40.8%通信23位46.5％18.5％21.9％39.6％情報サービス・ソフトウェア23位
↑↑34.6%↑↑34.8%↑↑35.0%↑↑39.1%廃棄物処理24位27.8％27.1％28.0％34.0％廃棄物処理24位
↓↓32.3%↓28.8%↓↓34.1%↓↓35.3%⾦融・保険25位31.0％22.8％35.2％32.6％通信25位

↓31.7%↑↑27.8%↑↑33.8%↑↑33.7%放送コンテンツ26位32.0％21.1％28.6％26.9％放送コンテンツ26位
↑24.0%↑↑25.9%↑↑24.6%↑28.1%トラック運送27位19.1％20.7％17.3％24.2％トラック運送27位
↑39.8%↑↑38.4%↑44.2%↑44.3%その他-36.4％30.9％40.3％41.9％その他-

 製造業系が上位にあり、トラック運送、放送コンテンツ等が低いといった全体的な傾向は従前通りだが、トラック運
送は約4ポイント、放送コンテンツは約7ポイント上昇。

※9⽉時点との変化幅と⽮印の数の関係（例）↑︓ １〜４ポイント 上昇、 ↑↑︓5〜９ポイント 上昇、↑↑↑︓10ポイント以上 上昇

価格転嫁の実施状況の業種別ランキング（発注企業の業種毎に集計）
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【凡例】 ○︓よい事例、▲︓問題のある事例

n=2,142
転嫁率︓28.1%

直近6ヶ⽉間の価格交渉の状況 直近6ヶ⽉間の価格転嫁の状況【コスト全般】

○ 発注企業から価格交渉の申し⼊れがあった。また、価格転嫁の対象も、労務費、燃油サーチャージ等、項⽬ごとに設定しても
らっている。

○ 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を、発注企業側から提⽰してもらった。その結果、円滑に価格交渉を
進めることができた。

▲ 10年以上価格が変わらず、何度も価格交渉を申し⼊れているが、返答がない。
▲ 労務費、エネルギー費以外に、荷役業務の費⽤負担、待機時間、⾼速料⾦等についても価格交渉したが、聞き⼊れてもらえな
かった。価格交渉の後、発注量を減少させられた。

発注企業から、交渉の申し⼊れがあり、
価格交渉が⾏われた。

①

受注企業から、発注企業に交渉を申し出、
価格交渉が⾏われた。

②

コストが上昇せず、価格交渉は不要と判断し、
発注企業からの申し⼊れを辞退した。

③

コストが上昇せず、発注企業から申し⼊れはなかったが、
価格交渉は不要と判断し、
受注企業から交渉を申し出なかった。

④

コストが上昇したが、価格交渉は不要と判断し、
発注企業からの申し⼊れを辞退した。

⑤

コストが上昇し、発注企業から申し⼊れはなかったが、
価格交渉は不要と判断し、
受注企業から交渉を申し出なかった。

⑥

コストが上昇し、発注企業から申し⼊れがあったが、
発注減少や取引停⽌を恐れ、
発注企業からの申し⼊れを辞退した。

⑦

コストが上昇したが、発注企業から申し⼊れがなく、
発注減少や取引停⽌を恐れ、
受注企業から交渉を申し出なかった。

⑧

コストが上昇し、発注企業から申し⼊れがなく、
受注企業から交渉を申し出たが、応じてもらえなかった。

⑨

①10割

②9割、8割、7割

③6割、5割、4割

④3割、2割、1割

⑤コストが上昇せず、
価格転嫁不要

⑥0割

⑦マイナス

トラック運送

（参考）個別の業界ごとの交渉・転嫁状況

アンケート回答企業からの具体的な声等
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価格転嫁サポート体制の強化

（出典）株式会社帝国データバンク資料
（２０２３／２／９ 特別企画︓価格転嫁の成功理由に関する企業アンケート）

 7⽉より、全国のよろず⽀援拠点に「価格転嫁サポート窓⼝」を設置し、中⼩企業等に対する価格交
渉に関する基礎的な知識の習得⽀援や、原価計算の⼿法の習得⽀援を実施。

 商⼯会議所・商⼯会等へ価格交渉ハンドブックを配布、⽀援機関においても価格転嫁に関する基本
的な知識の習得⽀援等を⾏い、中⼩企業の価格転嫁を⽀援する全国的なサポート体制を整備。

中⼩企業

取引先

③原価を⽰した
価格交渉 ④コスト増加に応じた⽀払い

価格転嫁サポート窓⼝
（よろず⽀援拠点）

＜価格転嫁サポート窓⼝の⽀援イメージ＞

②原価計算の⽀援
①経営相談

・原価管理に係る基礎⽀援

原価管理の⽬的とその算
出に係る考え⽅、製品原価
の算出に必要な情報の把
握⼿法等について助⾔。

・製品原価算出に係る実践的
な提案

個々の企業の実態を踏ま
えた、具体的な製品毎の
原価の算出⽅法等を提案。

・
・
・
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価格交渉サポート事業
 製造業、卸売業、⼩売業、サービス業及び運輸業に属する下請取引のある親事業者の外注

（購買）業務を担当・管理している⽅々を対象とした下請法の解説、併せて下請取引に係る社
内整備体制の解説並びに下請中⼩事業者の価格交渉⼒強化に向けた適正取引講習会（下
請法、価格交渉）をそれぞれ開催。
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お⼿持ちのPC・スマホからe-learning受講・講習会申込可能。
「適正取引⽀援サイト」で検索︕https://tekitorisupport.go.jp/

オンライン講習会（毎⽉４回程度開催）
• 下請法講習会（基礎編） 令和６年度受講者 2,337名 ※10回実施時点 （令和５年度 3,501名※52回実施）
• 価格交渉講習会（基礎編） 令和６年度受講者 327名 ※7回実施時点 （令和５年度 1,690名※68回実施）

e-learning（下請法・価格交渉実践編）

対⾯講習会（令和６年度は地域の新聞社や経済団体とも連携。47都道府県×4回開催）

• 登録者数 26,963⼈ ※８⽉１９⽇時点

地⽅新聞社が中⼼となって、中⼩企業等の⽀援機関の他、地域のステークホルダーを構成メンバーに
コンソーシアムを構築した地元地域での講習会

・令和７年３⽉までに、４７都道府県×４回以上
（各団体１回）の開催
・講師は、当該エリアなどから選定された中⼩企業診断⼠など

適正取引⽀援サイトにて、
順次、参加申し込み受付開始︕



取引⽅針の改善サイクル（個別企業および各業界全体）
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各業界団体で
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業所管
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下請Gメン330名体制、年間約１万件ヒアリング、 業種ごとの課題の把握・分析
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官邸から各省へ
改定・徹底の指⽰

公正取引委員会と中⼩企業庁との連携
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業
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親事業者の取引⽅針改善
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【関係省庁会議】

⾃主⾏動計画の
改定・徹底の
フォローアップを実施。

 原材料費やエネルギー費、労務費等が⾼騰する中、コスト上昇分をサプライチェーン全体で適切に分担し、中
⼩企業の賃上げ原資を確保するためにも、以下の2つの適正化プロセスを確⽴し、価格転嫁はじめ取引適正
化を継続的に推進。

1. 価格交渉促進⽉間の推進により、個別企業の取引⽅針の改善
2. 業界団体を通じ、業界全体での取引適正化

3⽉ ７⽉４⽉ ５⽉ ６⽉ ８⽉ ９⽉・・・・

⾃主⾏動計画の
改定作業開始

 １．下請からの情報を活⽤した取引⽅針の改善（価格交渉促進⽉間）

２．業界団体を通じた取引適正化のプロセス体系化・強化

親企業への働きかけ
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２.パートナーシップ構築宣⾔



 パートナーシップ構築宣⾔は、「発注者」の⽴場から、「代表者の名前」で、サプライチェーン全体の付加価値向上
や望ましい取引慣⾏の遵守等について⾃主的に宣⾔・公表することで、取引適正化に関する社内への意識徹底、
取引先からの取組の⾒える化等を図り、サプライチェーン全体の共存共栄を図る取組。
※⽇本商⼯会議所・三村元会頭のイニシアティブの下、「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議（PS会議）」（2020年

5⽉）において、導⼊を決定。
※宣⾔の公表は賃上げ促進税制（⼤企業向け）の要件であり、国・地⽅の補助⾦の加点要素にもなっている。

 PS会議では、関係省庁・経済界が⼀堂に会し、経産省からパートナーシップ宣⾔企業の取引先（下請企業）
に対する調査結果を報告し、今後の課題や対応の⽅向性を⽰すとともに、宣⾔の拡⼤や取引適正化に向けた
経済界や各省庁の姿勢を確認。

 【共同議⻑】経済産業⼤⾂、内閣府特命担当⼤⾂（経済財政政策）
【構成員】厚労⼤⾂、農⽔⼤⾂、国交⼤⾂、内閣官房副⻑官（政務）、経団連会⻑、⽇商会頭、連合会⻑

※本年は、臨時議員として全国知事会・村井会⻑（宮城県知事）及び⽮⽥補佐官が出席。

「パートナーシップ構築宣⾔」について

２．未来を拓くパートナーシップ構築推進会議（PS会議）

 第1回は2020年5⽉、第2回は2020年11⽉、第3回は2022年2⽉、第４回は2022年10⽉11⽇、
第5回は2023年12⽉21⽇に開催。

（１）サプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携（オープンイノベーション、IT実装、グリーン化等）
（２）下請企業との望ましい取引慣⾏（「振興基準」）の遵守、特に、取引適正化の重点5課題（※）への取組

※①価格決定⽅法の適正化、②型取引の適正化、③⽀払条件の改善、④知的財産・ノウハウの保護、
⑤働き⽅改⾰に伴うしわ寄せ防⽌

１．宣⾔の⾻⼦
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 2024年10⽉4⽇時点で55,065社が宣⾔（うち、資本⾦3億円超の⼤企業は2,559社）



近畿局管内各府県におけるパートナーシップ構築宣⾔の状況

 近畿経済産業局管内の宣⾔企業数︓９,233社(令和6年10⽉17⽇現在)
※全国に占める近畿局管内の宣⾔企業の割合︓約17％ (全国 55,462社)

福井県︓1,611社、滋賀県︓409社、京都府︓955社、⼤阪府︓
3,691社、兵庫県︓1,553社、奈良県︓453社、和歌⼭県︓561社

【各府県の取組の実例】

①補助⾦への加点措置、要件化、補助率のかさ上げ
府県の単独事業において、補助⾦等を申請する企業が「パートナーシップ構築宣⾔」の宣⾔企業である場合、
加点措置や応募の要件とする。または、宣⾔企業の場合、補助率の嵩上げ措置がある。

②経済団体が⾏う広報活動への補助事業の実施
商⼯会議所や商⼯会などの経済団体が実施する「パートナーシップ構築宣⾔」 の広報活動に対する補助事業を実施

③府県内への周知
知事名等で、府県内の発注側事業者に対して、「パートナーシップ構築宣⾔」を積極的に宣⾔するよう要請等を⾏って

いる。

④共同宣⾔の実施
府県や経済団体等が「パートナーシップ構築宣⾔」の普及等の内容を含む共同宣⾔を実施する。
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【ご参考】京都府の取組状況
（パートナーシップ構築宣⾔企業に対する措置）
 補助上限額、補助率を各々引き上げ

○京都府貨物⾃動⾞運送事業者等経営改善⽀援事業費補助⾦（⼆次募集）
・補助上限額 750千円 ⇒ 1,000千円
・補助率 1/2以内 ⇒ 2/3以内
※ 執⾏機関︓⼀般社団法⼈京都府トラック協会

 事業実施報告までの宣⾔を要請（実績報告時に宣⾔なしの場合は理由を求める）
○共創型ものづくり等⽀援事業
○⽣産性向上モデル創出⽀援事業
○京都エコノミック・ガーデニング⽀援強化事業
○「産学公の森」推進事業

※ 各執⾏機関︓公益財団法⼈京都産業２１
※上記各補助金は、令和６年度の募集は終了しています

16



■背景と⽬的
政府が⽬指す「成⻑と分配の好循環」において、賃上げは重要な政策の柱です。安定的な賃

上げには、⽣産性向上による原資の確保と共に、発注事業者と受注企業との間における、取引
適正化、適切な価格転嫁が重要となります。
本取組は、適切な価格転嫁に向けた、重要な取組のひとつである『パートナーシップ構築宣⾔』

を公表している中堅・中⼩企業に対して宣⾔の効果等を取りまとめることで、更なる宣⾔企業数
の拡⼤と実効性向上を⾏い、適切な価格転嫁の実現を推進していくことを⽬的としています。

■概要
・近畿経済産業局独⾃の調査として、『パートナーシップ構築宣⾔』の効果の検証として、宣⾔を
公表している中堅・中⼩企業132社へのヒアリング調査と、中⼩企業6社の取組事例集を取りま
とめました。また、中⼩企業の相談窓⼝での取組状況やその活⽤メリットと、相談事例を併せて整
理・紹介しています。

・令和6年5⽉16⽇ 当局プレス発表
https://www.kansai.meti.go.jp/2chuusyou/shitauke/240516_newsrelease/240516
_houdouhappyo.pdf

パートナーシップ構築宣⾔を⾏う中堅・中⼩企業
へのヒアリング調査結果等について

近畿経済産業局調査（2024年５月16日公表） 参考
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ヒアリング調査結果から（まとめ）
 パートナーシップ構築宣⾔を公表している関⻄のものづくり企業の「⾦属製品製造・加⼯」、「化学

（化学、プラスチック製品、ゴム製品）」を中⼼に132社にヒアリング調査を実施したところ、 ⾃社
の親企業とは、88％の企業が価格協議ができており、「7割以上の価格転嫁」ができている企業も
75％にのぼった。
※中⼩企業庁のフォローアップ調査結果では、価格交渉の状況で全27業種中、「化学」が3位、「⾦属」が6位、価格転嫁率
では「化学」が1位、「⾦属」が9位となっている。

 親企業と定期的に価格協議の場が設けられている場合は、価格転嫁も総じてうまくいっていることが
伺えた。

 宣⾔を公表している企業の中で、具体的な効果があったと答えた企業は40％、52社に⽌まったが、
「補助⾦の加点措置等以外にも効果があった」と答えた企業（41社）は「補助⾦の加点措置等
に効果があった」（11社）と回答した企業の3倍以上にもなった。⼀⽅で、補助⾦を意識して宣⾔
した企業は73％に達した。

 補助⾦の加点措置等以外での具体的効果としては、宣⾔をしたことで、「企業間のサプライチェーン
の強化」、「社員のモチベーションアップ」、「グリーン化への取組推進」、「⽀払い条件の改善（現⾦
化）」等に繋がったと回答があった。

 宣⾔内容の推進については経営者の積極的な関与が81％の企業でみられ、かつ推進体制も
56％の企業が整えていた。
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近畿経済産業局調査（2024年５月16日公表） 参考
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パートナーシップ構築宣⾔企業の取組事例集
 パートナーシップ構築宣⾔の趣旨を踏まえて、グリーン化や⼈材マッチングなど新たな連携に積極的に

取り組む事例や、宣⾔したことを契機に、下請事業者との適正な取引を含めて、経営者や調達担当
者の意識が⾼まった事例など、他の宣⾔企業やこれから宣⾔を⾏う企業にとって参考になると考えら
れる事例について、取組の概要や背景などのポイントをまとめて事例集として公表する。

 今後、宣⾔している全ての企業に届けるとともに、他省庁所管も含めて業界団体を経由した周知な
どを進めることで、取組事例集の普及に努める。また、事例集の継続的なアップデートを⾏っていく。

19
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3.その他の関連する取組



⾃主⾏動計画の策定状況（令和6年1⽉12⽇時点）
 国⼟交通省・農林⽔産省・経済産業省等の各省庁からの呼びかけに応じ、荷主企

業団体・物流事業者団体を含め、100以上の団体・事業者で計画を策定。
団体名業種・分野

⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞部品⼯業会、⼀般社団法⼈⽇本⾃動⾞⼯
業会⾃動⾞
⼀般社団法⼈⾃転⾞協会⾃転⾞
⼀般社団法⼈⽇本⾦型⼯業会・⼀般社団法⼈⽇本⾦属熱処理⼯業
会・⼀般社団法⼈⽇本⾦属プレス⼯業協会・⼀般社団法⼈⽇本ダイカス
ト協会・⼀般社団法⼈⽇本鍛圧機械⼯業会・⼀般社団法⼈⽇本鍛造
協会・⼀般社団法⼈⽇本鋳造協会・⼀般社団法⼈⽇本鋳鍛鋼会・⼀
般社団法⼈⽇本バルブ⼯業会・⽇本粉末冶⾦⼯業会

素形材

⼀般社団法⼈⽇本半導体製造装置協会、⼀般社団法⼈⽇本印刷産
業機械⼯業会、⼀般社団法⼈⽇本時計協会、⼀般社団法⼈⽇本ロ
ボット協会、全国醸造機器⼯業組合、⼀般社団法⼈⽇本ロボットシステ
ムインテグレータ協会、⼀般社団法⼈⽇本建設機械⼯業会、⼀般財団
法⼈家電製品協会

機械製造業

⽇本ガラスびん協会窯業・⼟⽯製品産業
⽇本繊維産業連盟繊維
⼀般社団法⼈⽇本配電制御システム⼯業会、⼀般社団法⼈ビジネス機
械・情報システム産業協会、⼀般社団法⼈⽇本電機⼯業会、⼀般社団
法⼈電池⼯業会

電機・情報通信機器

⼀般社団法⼈⽇本百貨店協会、⼀般社団法⼈⽇本フランチャイズチェー
ン協会、⼀般社団法⼈⼤⼿家電流通協会、オール⽇本スーパーマーケッ
ト協会・⼀般社団法⼈全国スーパーマーケット協会・⼀般社団法⼈⽇本
スーパーマーケット協会、⽇本チェーンストア協会

流通業（スーパー、コン
ビニ、ドラッグストア等⼩

売業）
⼀般社団法⼈⽇本建材・住宅設備産業協会建材・住宅設備業
全国段ボール⼯業組合連合会、⽇本製紙連合会、⽇本家庭紙⼯業会紙・紙加⼯業
⼀般社団法⼈⽇本伸銅協会、⼀般社団法⼈⽇本鉄鋼連盟、JFEス
チール株式会社、⼀般社団法⼈⽇本電線⼯業会⾦属産業
全国複合肥料⼯業会・⽇本肥料アンモニア協会、⽯油連盟、⽇⽤品物
流標準化ワーキンググループ⽇⽤品メーカー、フィジカルインターネット実現
会議化学品WG

化学産業

⼀般社団法⼈⽇本建設業連合会建設業
⼀般社団法⼈⽇本貿易会商社

団体名業種・分野
全国農業協同組合連合会、ホクレン農業協同組合連合会、協同組合⽇本
飼料⼯業会、菊池地域農業協同組合、あしきた農業協同組合、熊本果実農
業協同組合連合会、⼀般社団法⼈中央酪農会議

農業

⼀般社団法⼈⽇本即席⾷品⼯業協会、⼀般社団法⼈⽇本パン⼯業会、⽇
本ハム・ソーセージ⼯業協同組合、⼀般社団法⼈全国包装⽶飯協会、⾷品
物流未来推進会議（SBM）（味の素株式会社、カゴメ株式会社、キッコーマ
ン⾷品株式会社、キユーピー株式会社、⽇清オイリオグループ株式会社、株式
会社⽇清製粉ウェルナ、ハウス⾷品株式会社、株式会社Ｍｉｚｋａｎ）、
⽇本ビート糖業協会、⽇本スターチ・糖化⼯業会、⼀般社団法⼈⽇本冷凍⾷
品協会、三和酒類株式会社、宝酒造株式会社、霧島酒造株式会社、全⽇
本菓⼦協会、全⽇本糖化⼯業会、精糖⼯業会、株式会社ロッテ、⼀般社団
法⼈⽇本乳業協会、ヤマサ醤油株式会社、⻲⽥製菓株式会社、⼀般社団
法⼈⽇本植物油協会、⽇清オイリオグループ株式会社、株式会社J-オイルミル
ズ、株式会社ブルボン、アサヒ飲料株式会社、キリンビバレッジ株式会社、サント
リーホールディングス株式会社・サントリー株式会社・サントリー⾷品インターナショ
ナル株式会社、株式会社伊藤園、⼀般社団法⼈全国清涼飲料連合会、⼀
般社団法⼈⽇本冷凍めん協会、ビール酒造組合、アサヒビール株式会社、オリ
オンビール株式会社、キリンビール株式会社、サッポロビール株式会社、森永製
菓株式会社、丸⼤⾷品株式会社、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社

⾷品製造業

⽇本花き卸売市場協会、⼀般社団法⼈⽇本外⾷品流通協会、⼀般社団法
⼈⽇本加⼯⾷品卸協会、全国中央市場⻘果卸売協会、株式会社神明、⽊
徳神糧株式会社、⼀般社団法⼈⽇本給⾷品連合会、全国給⾷事業協同
組合連合会

⾷品卸売業

公益社団法⼈全⽇本トラック協会トラック運送業
⼀般社団法⼈⽇本倉庫協会、⼀般社団法⼈⽇本冷蔵倉庫協会倉庫業
全国トラックターミナル協会トラックターミナル業
⽇本貨物鉄道株式会社鉄道業
定期航空協会航空運送業
⽇本内航海運組合総連合会、⼀般社団法⼈⽇本旅客船協会海運業
⼀般社団法⼈国際フレイトフォワーダーズ協会、公益社団法⼈全国通運連盟、
⼀般社団法⼈航空貨物運送協会利⽤運送業

「物流⾰新に向けた政策パッケージ」に基づく、各業種・分野における物流の適正化・⽣産性向上に関する⾃主⾏動計画の公表について 21



流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物⾃動⾞運送事業法の⼀部を改正する法律案
背景・必要性
〇物流は国⺠⽣活・経済を⽀える社会インフラ。物流産業を魅⼒ある職場とするため、働き⽅改⾰に関する法律が本年４⽉
から適⽤される⼀⽅、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直⾯。

• 何も対策を講じなければ輸送⼒不⾜の可能性（右図）。
• 荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、⼀般消費者が協⼒して我が国の物流を⽀えるための環境整備に向けて、商

慣⾏の⾒直し、物流の効率化、荷主・消費者の⾏動変容について、抜本的・総合的な対策が必要。
〇軽トラック運送業において、死亡・重傷事故件数は最近6年で倍増。

→以下の施策を講じることにより、物流の持続的成⻑を図ることが必要。
法案の概要

【流通業務総合効率化法】１．荷主・物流事業者に対する規制的措置

【荷主等が取り組むべき措置の例】＜パレットの導⼊＞

バラ積み・バラ降ろしに パレットの利⽤による
よる⾮効率な荷役作業 荷役時間の短縮

〇①荷主＊1（発荷主・着荷主） 、②物流事業者（トラック、鉄道、港湾運送、航空運送、倉庫）に対し、
物流効率化のために取り組むべき措置について努⼒義務を課し、当該措置について国が判断基準を策定。
＊1元請トラック事業者、利⽤運送事業者には荷主に協⼒する努⼒義務を課す。また、フランチャイズチェーンの本部にも荷主に準ずる義務を課す。

〇上記①②の者の取組状況について、国が当該判断基準に基づき指導・助⾔、調査・公表を実施。
〇⼀定規模以上の事業者を特定事業者として指定し、中⻑期計画の作成や定期報告等を義務付け、中⻑期計画に
基づく取組の実施状況が不⼗分な場合、勧告・命令を実施。

〇特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任を義務付け。
※法律の名称を変更。
※鉄道建設・運輸機構の業務に、認定「物流総合効率化事業」の実施に必要な資⾦の出資を追加。〈予算〉

【貨物⾃動⾞運送事業法】２．トラック事業者の取引に対する規制的措置
〇元請事業者に対し、実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け。
〇運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価（附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。）等について記載した書⾯による交付等を義務
付け＊2。

〇他の事業者の運送の利⽤（＝下請けに出す⾏為）の適正化について努⼒義務＊3を課すとともに、⼀定規模以上の事業者に対し、当該適正化に関する管理規程の作
成、責任者の選任を義務付け。＊2・3 下請関係に⼊る利⽤運送事業者にも適⽤。

【貨物⾃動⾞運送事業法】３．軽トラック事業者に対する規制的措置
〇軽トラック事業者に対し、①必要な法令等の知識を担保するための管理者選任と講習受講、②国交⼤⾂への事故報告を義務付け。
〇国交省HPにおける公表対象に、軽トラック事業者に係る事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加。

【⽬標・効果】 物流の持続的成⻑
年間125時間/⼈削減○荷待ち・荷役時間の削減【KPI】 施⾏後3年で（2019年度⽐）
16パーセント増加○積載率向上による輸送能⼒の増加 22
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事務局HP
https://shoryokuka.smrj.go.jp/

中⼩企業省⼒化投資補助事業 コールセンター
ナビダイヤル 0570-099-660

IP電話等からのお問い合わせ先 03-4335-7595
お問合せ時間︓9:30〜17:30／⽉曜〜⾦曜（⼟・⽇・祝⽇除く）

カタログ登録サポートセンター
03-6746-1530

お問合せ時間︓9:30〜17:30／⽉曜〜⾦曜（⼟・⽇・祝⽇除く）

インフォメーション窓⼝
各都道府県に相談対応窓⼝が設置されています。事前予約制。
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「2024年問題」５機関連携協定
 令和6年4⽉16⽇、「2024年問題」の課題解決に向け、近畿地域の地⽅⽀分部局５機関が連

携協定を締結し、具体的な取組を進めています。
 連携協定における取組の⼀環として、「IT導⼊補助⾦」の説明動画を YouTube に掲載（近畿運

輸局HPに各機関のリンクを掲載）、「トラック物流2024年問題」に関するオンライン説明会において
経済産業省の物流施策を説明（R6年11⽉22⽇、国⼟交通省主催）。
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価格転嫁の機運の醸成に向けて近畿経済産業局独⾃事業の取組

★9⽉18⽇福井県
１）基調講演
２）施策説明
３）地⽅公共団体や他省庁、事業者による事例発表
★11⽉7⽇京都府（京都市共催）
１）基調講演
２）施策説明
３）地⽅公共団体や他省庁、事業者による事例発表
４）個別相談会
★来年2⽉⼤阪府開催予定
以上３回のセミナーを開催することにしており、次回のセミナーは詳細が
決まり次第、当局のHP等にてお知らせします。

令和6年度セミナー実施計画

主催
・「価格転嫁サポート研修会」 財務局、公取と共催(9/29)、「価格転嫁サポートセミナ－」 ⼤商と共催(3/7)
連携・協⼒
・地元⾦融機関（⼤阪信⾦）と連携し、の価格転嫁セミナーに登壇（9/25、12/14）
・管内の⾃治体と連携し、価格転嫁セミナー等に登壇
（奈良県の商⼯団体4回）（⼤阪府経営指導員向けに開催）

・所管の⼯業組合のセミナーにて価格転嫁について講演。

昨年度価格転嫁対策セミナー等の実績

【本⽇のセミナーのチラシ】
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